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合志市議会だより
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第６期（H27～29）
5,400円/月

第７期（H30～32）
6,200円/月

　
第
１
回
定
例
会
（
３
月
２
日
）
に
お
い
て
継
続
審
議
と
な
っ
て
い
た
議
案
第

20
号
・
28
号
は
閉
会
中
の
３
月
５
日
、
12
日
に
健
康
福
祉
常
任
委
員
会
で
再
度

審
議
さ
れ
３
月
20
日
臨
時
議
会
で
委
員
会
報
告
が
さ
れ
た
後
、
討
論
・
採
決
を

行
っ
た
。

※激しい討論を経て採決の結果、賛成15名、反対３名で
原案を可決した。担当委員会では閉会中審査の採決の際
に保険料の上昇抑制の決議が付帯されまた臨時会本会
議において、国に対する「介護保険制度の見直しに関す
る意見書」が提出され全会一致で可決された。

介護保険制度の見直しに関する意見書

　介護保険制度は、高齢者を社会全体で支える仕組みとして、幾度の改正を経
つつ現在の形へと定着してきた。
　しかしながら、今後の高齢化の一層の進展により、介護給付費はさらに増大す
ることが予想されている。介護給付費の増加に対応するため、介護保険事業計
画の見直しの度に介護保険料は上昇を続けている。
　介護保険制度は、介護が必要なものを社会全体で支えることが肝要であり、世
代間および自治体間で公平性が損なわれることがあってはならない。
　よって、国におかれては、社会経済情勢の変化に対応し、介護保険制度の持続
可能性および安定的な制度運営を確保するため、次の事項を強く要望するもの
である。

記
 １. 　介護保険財政の持続的かつ安定的な運営のため、地方自治体の財政負

担や被保険者の保険料負担が過重とならないよう国費負担割合を引き上
げ、調整交付金の見直しを行うこと。

 ２. 　制度改正にあたっては、保険者である基礎自治体と十分な議論および情
報提供を行うとともに、得られた意見を施策へ反映すること。

 

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　平成30年　　月　　日

　衆議院議長
　参議院議長
　内閣総理大臣
　財務大臣
　厚生労働大臣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本県合志市議会議長

介護保険料の改定内容

近隣市町村との比較

「介護保険制度の見直しに関する意見書」

臨時議会トピックス！

熊本市 5,700円/月 6,760円/月

菊池市 5,900円/月 6,500円/月

大津町 5,600円/月 6,750円/月

菊陽町 5,700円/月 5,700円/月

45市町村平均 5,633円/月 6,265円/月

 第６期 第７期

14.81％増

800円増

増額の内訳 総給付費 
 (１)国の制度改正による保険料上昇
 (２)基盤整備による保険料上昇
 (３)在宅サービス増による保険料上昇
 (４)基金取り崩し
差し引き

450 円
100 円
300 円
△50 円
800 円

あて

 

熊
本
地
震
で
合
志
市
は
７
千
件
を

超
え
る
住
宅
被
害
が
発
生
し
た
。
本
来
被

災
し
た
全
て
の
家
屋
が
罹
災
証
明
書
発
行

の
対
象
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。
合
志
市
内

の
空
き
家
に
対
し
て
罹
災
証
明
書
が
し
っ

か
り
発
行
さ
れ
た
の
か
。
被
災
し
た
空
き

家
の
件
数
は
把
握
し
て
い
る
か
。

交
通
防
災
課
長　

住
家
の
被
災
に
は
罹
災

証
明
書
、
空
き
家
を
含
む
そ
の
他
の
施
設

に
つ
い
て
被
災
証
明
書
を
発
行
す
る
と
さ

れ
て
い
る
。
合
志
市
で
は
被
災
証
明
書
を

設
定
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
公
費
解
体

の
基
準
と
す
る
た
め
に
、
内
閣
府
の
「
住

家
被
害
認
定
調
査
の
手
引
き
」
を
準
用
し

た
。
熊
本
地
震
で
は
被
災
し
た
非
住
家
で

６
９
４
件
、う
ち
市
が
把
握
し
て
い
る
空
き

家
64
件
に
罹
災
証
明
書
を
発
行
し
て
い
る
。

 

罹
災
証
明
書
の
発
行
は
自
治
事

務
。
空
き
家
も
含
め
た
非
住
家
に
も
自
治

体
の
判
断
で
発
行
が
可
能
。
熊
本
地
震
だ

け
で
な
く
、
も
し
も
今
後
災
害
が
起
き
た

際
、
だ
れ
も
が
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
、
躊
躇
な
く
住
家
・
非
住
家
問
わ
ず
罹

災
証
明
書
を
発
行
で
き
る
よ
う
に
要
綱
の

整
備
が
必
要
で
は
な
い
か
。

交
通
防
災
課
長　

他
市
に
お
い
て
は
固
定

資
産
税
を
納
付
さ
れ
て
い
る
空
き
家
や
農

業
用
倉
庫
な
ど
の
非
住
家
に
は
、
住
家
同

様
罹
災
証
明
書
で
の
対
応
を
明
記
し
て
い

る
。
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。

 

公
共
施
設
は
市
民
生
活
を
支
え
る

拠
点
で
あ
る
。安
易
に
統
廃
合
を
し
た
り
、

移
転
を
さ
せ
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
。
今

後
個
別
計
画
作
成
の
際
は
、
市
民
参
加
で

検
討
を
進
め
る
べ
き
だ
。

財
政
課
長　

当
然
考
え
て
い
き
た
い
。
し

か
し
、
ま
っ
た
く
白
紙
の
状
態
で
市
民
参

加
を
勧
め
る
の
か
、
あ
る
程
度
の
素
案
を

示
し
て
意
見
を
伺
う
か
な
ど
、
あ
り
方
は

今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

 

平
成
28
年
度
特
定
健
康
受
診
率
が

県
内
45
市
町
村
中
ワ
ー
ス
ト
３
位
と
低
迷

し
て
い
る
が
、現
状
分
析
と
今
後
の
取
り
組

み
は
。ま
た
、４
月
１
日
か
ら
制
度
変
更
と

な
る
国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て
、税
率

の
引
き
上
げ
も
検
討
し
て
い
る
の
か
。

健
康
づ
く
り
推
進
課
長　

若
い
人
の
受
診

率
が
低
い
。今
後
は
、40
歳
の
新
規
受
診

者
と
新
規
国
保
加
入
者
の
受
診
率
向
上
に

向
け
て
、
特
定
健
診
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
の

交
付
や
個
別
訪
問
に
よ
る
勧
奨
、
特
定
健

診
が
受
け
ら
れ
る
医
療
機
関
の
拡
大
等
を

検
討
し
て
い
る
。
国
民
健
康
保
険
事
業
は
、

平
成
30
年
度
か
ら
県
の
事
業
と
な
り
納

付
金
に
不
足
を
生
じ
る
見
込
み
で
あ
る
が
、

全
額
基
金
繰
り
入
れ
で
対
応
す
る
予
定
で

あ
る
。
今
後
３
～
４
年
は
基
金
対
応
で
考

え
て
い
る
。

市
長　

特
定
健
診
の
課
題
等
、
種
々
の

デ
ー
タ
を
分
析
し
て
で
き
る
こ
と
か
ら
取

り
組
み
た
い
。
財
政
課
題
に
つ
い
て
は
、

自
主
財
源
確
保
に
向
け
て
、
国
に
対
し
て

さ
ら
な
る
規
制
緩
和
を
要
望
し
、
民
間
投

資
を
呼
び
込
ん
で
い
き
た
い
。

 

新
聞
報
道
等
で
、
所
有
者
不
明
の

土
地
が
全
国
で
九
州
と
同
じ
く
ら
い
の
面

積
に
上
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
が
発
生
し

て
い
る
と
あ
る
が
、
市
に
お
い
て
所
有
者

不
明
の
土
地
や
建
物
の
把
握
が
で
き
て
い

る
か
。ま
た
何
か
対
策
は
考
え
て
い
る
か
。

税
務
課
長　

現
状
把
握
は
で
き
て
い
な
い

が
、
課
税
に
つ
い
て
は
問
題
は
生
じ
て
い

な
い
。
現
在
、
国
に
お
い
て
対
策
が
検
討

さ
れ
て
い
る
の
で
動
向
を
見
守
り
た
い
。

 

本
市
は
大
規
模
な
優
良
農
地
を
有

し
て
お
り
、
将
来
の
農
地
集
積
事
業
の
障

害
と
な
ら
な
い
よ
う
積
極
的
な
取
り
組
み

を
期
待
す
る
。

空
き
家
へ
の
罹
災
証
明
書

発
行
の
要
綱
整
備
を

「
健
康
都
市
こ
う
し
」

　
　
　

の
現
状
と
課
題

濱
元
幸
一
郎	

議
員

齋
藤
　
正
昭	

議
員

公
共
施
設
総
合
管
理
計
画
の
個
別

計
画
は
住
民
参
加
で
検
討
を

所
有
者
不
明
の
土
地
に
つ
い
て

特定健診ポスター

 

１
月
22
日
に
認
可
保
育
園
連
盟
と

九
思
会
・
公
明
党
で
待
機
児
童
に
つ
い
て

意
見
交
換
を
行
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を

伺
っ
た
の
で
代
表
し
て
質
問
し
た
い
。
一

番
多
か
っ
た
意
見
が
保
育
士
不
足
で
あ
る
。

本
市
に
は
、
保
育
士
の
資
格
を
持
っ
て
い

る
が
働
い
て
い
な
い
方
も
た
く
さ
ん
い
る
。

広
報
こ
う
し
は
、
毎
月
各
家
庭
に
配
布
さ

れ
て
い
る
が
、
半
ペ
ー
ジ
保
育
園
の
コ
ー

ナ
ー
を
設
け
て
、
眠
っ
て
い
る
潜
在
的
専

門
職
・
保
育
士
の
求
人
案
内
を
し
て
は
い

か
が
か
。
連
絡
先
は
子
育
て
支
援
課
に
し
、

パ
ー
ト
や
正
職
、
希
望
す
る
保
育
園
を
聞

い
て
連
絡
す
る
。
残
り
の
ペ
ー
ジ
に
コ
ン

シ
ェ
ル
ジ
ュ
や
子
育
て
支
援
課
に
寄
せ
ら

れ
た
質
問
と
回
答
を
掲
載
す
る
と
、
保
護

者
も
関
心
を
持
た
れ
る
と
思
う
が
。

子
育
て
支
援
課
長　

保
育
士
不
足
の
ほ
か
、

市
内
学
童
ク
ラ
ブ
の
支
援
員
も
不
足
し
て

お
り
、「
合
志
市
版
保
育
士
・
学
童
ク
ラ

ブ
支
援
員
人
材
バ
ン
ク
」
が
で
き
な
い
か

内
部
で
情
報
収
集
、
検
討
を
行
っ
て
お
り
、

市
広
報
や
公
式
Ｈ
Ｐ
な
ど
で
広
く
周
知
が

図
れ
た
ら
と
思
う
。
運
用
に
あ
た
り
登
録

申
込
書
の
様
式
や
、
個
人
情
報
の
取
り
扱

い
な
ど
ま
ず
は
素
案
を
作
成
し
、
保
育
園

施
設
長
会
議
、
学
童
ク
ラ
ブ
運
営
協
議
会

等
に
相
談
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た

「
よ
く
あ
る
質
問
」
の
掲
載
に
つ
い
て
は

検
討
し
た
い
と
思
う
。

 

「
子
ど
も
は
大
好
き
だ
が
、
退
園

後
の
事
務
処
理
等
の
時
間
が
短
縮
さ
れ
る

と
助
か
る
」等
、保
育
士
の
方
々
か
ら
伺
っ

た
。
パ
ー
ト
な
ど
で
埋
め
ら
れ
る
と
助
か

る
の
で
は
な
い
か
。

子
育
て
支
援
課
長　

平
成
29
年
度
か
ら
、

保
育
士
の
業
務
負
担
軽
減
及
び
離
職
防
止

の
た
め
、
保
育
士
の
資
格
を
所
持
し
て
い

な
い
保
育
補
助
者
を
短
時
間
雇
い
入
れ
る

た
め
に
必
要
な
経
費
を
補
助
す
る
事
業
に

取
り
組
ん
で
お
り
、
平
成
30
年
度
に
お
い

て
も
こ
の
事
業
を
継
続
す
る
。

保
育
士
不
足
解
消

　
　

＝
待
機
児
童
解
消

来
海
　
恵
子	

議
員




